
客室

36 室
定員 138 名

一般和室 17 室
トイレ付

一般和洋室 12 室

特別室 A 3 室

バス・トイレ付特別室 B 3 室

バリアフリー客室 1 室

浴場 大浴場 〈お部屋の一例〉

露天風呂

貸切風呂

宴会室

会議室（Wi-Fi 対応）

麻雀室

カラオケルーム

ラウンジ（Wi-Fi 対応）・売店

厚生課
保養担当

担当
部署 03-5320-7386（内線57-341～3) S9000065＠section.metro.tokyo.jp

保養施設（箱根路開雲）

保養・宿泊施設第 章7

箱根湯本から近く須雲川沿いにあり、湯坂山を望むことができる露天風呂や大浴場。落ち着きのあ
るお部屋で、心身ともにゆったりとおくつろぎいただけます。

1 │ 所在地等

2 │ 設備

所 在 地
〒 250-0311　神奈川県足柄下郡箱根町湯本 521-4
電話　0460-85-6678
ホームページ　https://www.ichinoyu.co.jp/kaiun/

ア ク セ ス

箱根登山鉄道「箱根湯本」から徒歩 8 分
＊  「箱根湯本」駅から箱根湯本温泉郷  

巡回バス（滝通り A コース）あり。（有料）

至小田原

至強羅

やえい橋 至宮の下

箱根湯本

箱根路
開雲

滝通り
入口

国道 1号

早川

酒屋
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◆ 利用者区分
料金は以下の利用者区分ごとに定められています。料金の詳細は次ページの表を参照してください。

組 合 員 組合員とその被扶養者

準 組 合 員

● 組合員の被扶養者でない配偶者、子及び父母
●  都共済の組合員期間を 10 年以上有し、組合から年金の支給を受けている方と被扶養者※1

●  都共済の組合員期間を 10 年以上有し、組合員資格喪失時 50 歳以上の方と被扶養者※1

● 他の地方公務員等及び国家公務員共済組合法等に基づく組合員と被扶養者※1

● 組合員とパートナーシップ関係にある相手方※2

＊  都共済組合員の被扶養者であった後期高齢者医療制度移行者及び他共済組合年金受給者は準組合
員に準じます。

一 般 利 用 者 組合員、準組合員以外の方

※ 1 被扶養者でない配偶者、子及び父母を含みます。

※ 2  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成 30 年東京都条例第 93 号）第 7 条
の２第 2 項の証明又は同条第 1 項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として東京都職員共済組合理事
長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある方で
組合員と同居し生計を同一としている方。

第7章 保養・宿泊施設

3 │ 利用方法等

お申込み、お問合せは、直接「箱根路開雲」にご連絡ください。

◆ 申込のしかた

予 約 申 込 日
個人…利用希望日の属する月の３か月前の１日から
団体…利用希望日の属する月の６か月前（組合員の場合は１年前）の１日から

予
約
方
法

電話による予約 0460-85-6678　9：00 ～ 18：00（年末年始期間予約を除く）

インターネット
予　　　　　約

ホームページアドレス
https://www.ichinoyu.co.jp/kaiun/

年末年始の特例
年末年始は、抽選となります。
詳細はホームページ等でお知らせします。

空 室 情 報 施設にご確認ください。

予 約 確 認
電話予約の方には、利用日 4 ～ 2 日前に施設から予約確認の電話が入ります。
インターネット予約の方には、予約確認のメールが送られます。

予 約 取 消

変更及び取消がある場合は、できるだけ早く施設へご連絡ください。
予約を取り消す場合は申出日に応じて取消料（キャンセル料）がかかります。
　利用日 4 ～ 2 日前 宿泊料金の 20％
　利用日前日 宿泊料金の 50％
　利用日当日 宿泊料金の 70％
＊ 20 名以上の団体の取消料金については 施設に確認してください。
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第7章 保養・宿泊施設

4 │ 利用料金

◆宿泊利用料金
令和４年４月 1 日改定

1 人 1 泊 2 食の料金（サービス料、消費税・入湯税込、単位：円）

利用区分
（1部屋の人数）

組合員 準組合員 一般利用者

一般室
（和室・
和洋室）

特別室Ａ
（和室･
和洋室）

特別室Ｂ
（和洋室）

一般室
（和室・
和洋室）

特別室Ａ
（和室･
和洋室）

特別室Ｂ
（和洋室）

一般室
（和室・
和洋室）

特別室Ａ
（和室･
和洋室）

特別室Ｂ
（和洋室）

平
日
料
金

大
人

5人以上 － 9,500 － － 11,700 － － 13,350 －

4人 8,400 9,500 10,050 10,600 11,700 12,800 13,350 14,450 15,550

3人 9,500 10,600 11,150 11,700 12,800 13,900 14,450 15,550 16,650

2人 10,600 11,700 12,250 12,800 13,900 15,000 15,550 16,650 17,750

1人 12,800 13,900 14,450 15,000 16,100 17,200 17,750 18,850 19,950

こども 6,050 6,050 6,050 7,700 7,700 7,700 10,450 10,450 10,450

休
前
日

大
人

5人以上 － 11,700 － 12,250 13,900 － 15,550 16,650 －

4人 10,600 11,700 12,250 12,800 13,900 15,000 15,550 16,650 17,750

3人 12,800 13,900 14,450 15,000 16,100 17,200 17,750 18,850 19,950

2人 15,000 16,100 16,650 17,200 18,300 19,400 19,950 21,050 22,150

1人 18,300 20,500 21,050 20,500 22,700 23,800 24,350 25,450 26,550

こども 7,700 7,700 7,700 9,350 9,350 9,350 12,100 12,100 12,100

夏
季
期
間

大
人

5人以上 － 9,500 － 11,700 12,800 － 14,450 15,550 －

4人 9,500 10,600 11,150 11,700 12,800 13,900 14,450 15,550 16,650

3人 11,700 12,800 13,350 13,900 15,000 16,100 16,650 17,750 18,850

2人 13,900 15,000 15,550 16,100 17,200 18,300 18,850 19,950 21,050

1人 16,100 18,850 19,950 20,500 21,600 22,700 23,250 24,350 25,450

こども 6,270 7,150 7,150 8,800 8,800 8,800 11,550 11,550 11,550

年
末
年
始

大
人

5人以上 12,250 14,450 － 14,450 16,650 － 19,950 21,050 －

4人 14,450 16,100 16,650 16,650 18,300 19,400 19,950 21,050 22,150

3人 16,650 18,300 18,850 18,850 20,500 21,600 22,150 23,250 24,350

2人 18,850 20,500 21,050 21,050 22,700 23,800 24,350 25,450 26,550

こども 9,350 9,350 9,350 11,000 11,000 11,000 13,750 13,750 13,750

● 期間の区分は以下のとおりです。
　 休前日：⼟曜日及び国⺠の祝日の前日並びに 12 月 28 日及び 12 月 29 日
　 夏季期間：7 月 25 日から 8 月 30 日まで
　 年末年始：12 月 30 日から 1 月 2 日まで（一般利用者は 12 月 30 日から 1 月 3 日まで）
● こどもは、3 歳以上 12 歳未満をいいます。
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第7章 保養・宿泊施設

◆ 会議使用料

項 目
組合員

準組合員
一般利用者 備 考

会議室 A

全室 120 名 13,200 円 26,400 円
● 利用単位は、次の３区分です。
　　　 午前　（９時～ 12 時）
　　　 午後　（13 時～ 16 時）
　　　 夜間　（18 時～ 21 時）

●  宿泊を伴わない会議室のみの使用は、規定の会
料の 20％増です。

● 会議区分は、会議主催者の区分によります。

3/4 室 90 名   9,900 円 19,800 円

1/2 室 60 名   6,600 円 13,200 円

1/4 室 30 名   3,300 円   6,600 円

会議室 B

全室 80 名   8,800 円 17,600 円

3/4 室 60 名   6,600 円 13,200 円

1/2 室 40 名   4,400 円   8,800 円

1/4 室 20 名   2,200 円   4,400 円

＊ 会議室は年末年始には使用できません。

◆ その他の料金

◆ 利用時の留意点

利 用 時
宿泊当日に、組合員の方は「組合員証」又は「東京都職員共済組合員カード」を、準組合員
の方は「共済施設利用証」等を持参し、施設のフロントにご提示ください。

利 用 時 間
チェックイン　　15：00（組合員 14：00）
チェックアウト　10：00（組合員 11：00）

（消費税込）

項 目
組合員

準組合員
一般利用者 備 考

器 具 使 用 料
マージャン 3,300 円 5,500 円 １卓、1 泊につき

カ ラ オ ケ 5,500 円 5,500 円 １セット、１宴会につき

会 席 料 1,100 円 1,650 円
宿泊をしないで、夕食の提供を受けるときに
適用します。

貸 切 風 呂 使 用 料 1,100 円 2,200 円 １回 40 分

カ ラ オ ケ ル ー ム 使 用 料 990 円 1,100 円
１時間あたり室料、  
営業時間 15:00 ～ 23:00（最終受付 22:00）

＊ マージャン室、カラオケルームは禁煙です。
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第7章 保養・宿泊施設

総合保健施設（アジュール竹芝）

組合員、準組合員、一般の方を対象に、婚礼、宿泊、会議、宴会の設備と、健康管理・増進の機能
を併せ持った総合保健施設です。目的に応じて直接施設にお申し込みください。

1 │ 所在地等

2 │ 設備

所 在 地

〒 105-0022　港区海岸 1 － 11 － 2
03-3437-2011
ホームページ
　ホテル　http://www.hotel-azur.com/kyosai/
　総合健診センター　https://www.genkiplaza.or.jp/azur/

ア ク セ ス

JR 山手線・京浜東北線　浜松町駅北口から徒歩 7 分
東京モノレール　浜松町駅から徒歩 7 分
都営浅草線・大江戸線　大門駅 B1 出口から徒歩 8 分
臨海新交通（ゆりかもめ）竹芝駅から徒歩 1 分

施 設 案 内 電 話

宿泊用客室
122 室、定員 244 人、各室バス・シャワートイレ付・加湿器・
インターネット接続対応全室完備

TEL 03-3437-9431（P.81 参照）
（都共済専用宿泊予約）

結婚式場
チャペル、披露宴会場、最上階レストラン等

TEL 03-3437-2217（P.82 参照）

宴会・会議室
大 2（飛鳥・天平）、中 2（白鳳、曙）、小 6（桜１～３・橘・
藤・憩）、和室 2（隅田川、武蔵野）

TEL 03-3437-5566（P.83 参照）

レストラン、ラウンジ TEL 03-3437-2320（P.84 参照）

大浴場

総合健診センター
（人間ドック）

TEL 03-3437-2701
（第 6 章「人間ドック」参照）

その他
● 障害者用設備  
　  （バリアフリー客室 1001号室、車椅子使用者対応トイレ 3・

4・12・13・14・15・16・18・21 階、４階はオストメイト
設備あり）

●  駐車場  
（ニューピア竹芝駐車場：60 分 660 円、駐車後 24 時間
3,960 円）
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第7章 保養・宿泊施設

3 │ 宿泊 予約・お問合 せ   03-3437-9431

1　宿泊料
組合員向けに各種宿泊プランをご用意しています。
都共済ホームページの組合員ページから宿泊施設のアジュール竹芝のページをご覧ください。
詳細については宿泊の東京都職員共済組合員専用ページでご確認ください。

2　利用方法

予 約

利用希望日の属する月の 1 年前（一般の方は 6 か月前　＊一部除外日があります。）の 1 日
午前 9 時から直接施設で予約を受け付けます。

アジュール竹芝ホームページよりインターネットで宿泊予約する場合は、東京都職員共済
組合員専用ページから予約してください。一般用のページから予約された場合は、組合
員料金が適用されませんのでご注意ください。

当日の組合員 
等 の 確 認

（組合員料金、準組合員料金の適用を受ける場合）
組合員証（後期高齢者医療制度の被保険者に該当する組合員の方は東京都職員共済組合員
カード）又は共済施設利用証を施設のフロントで提示してください。

（都共済組合員の被扶養者ではない配偶者、組合員とパートナーシップ関係にある相手方※、
子及び父母の場合）

組合員との続柄等の関係性を証明できるもの又は関係組合員の組合員証等（又は写し）を
提示してください。

予 約 取 消

予約を取り消す場合は、申出日に応じて取消料（キャンセル料）がかかります。
　利用日の３日前から前日まで……宿泊料金の 20％
　利用日当日…………………………宿泊料金の 80％
　取消のご連絡がない場合…………宿泊料金の 100%

そ の 他
島しょ及び都外の事業所に勤務する組合員については、「都内宿泊施設」（P.87）を参照して
ください。

※   東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成 30 年東京都条例第 93 号）第 7 条の
２第 2 項の証明又は同条第 1 項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として東京都職員共済組合理事長が
指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある方で組合員
と同居し生計を同一としている方。

3　組合員への宿泊に関する優遇措置

項　　目※１ 内容

1 組合員宿泊者
❶　 大浴場の入場無料（チェックイン時に無料券お渡し）

（15：00 ～ 23：00）
❷　 ラウンジ「カフェ アジュール」の喫茶券プレゼント

2
当日予約による宿泊料金

（当日予約の受付開始時間）
準組合員料金の 50％割引（13：00）

3 組合員が 1 室 2 名以上で宿泊した場合 ❶　12：00 チェックイン　　❷　12：00 チェックアウト

4 低稼働日及び閑散期の宿泊料金 規定料金の 10 ～ 50％割引※２

5 組合員又は準組合員同伴者の宿泊料金※３ 準組合員料金を適用

（パスワード：kyosai）
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4 │ 婚礼 予約・お問合 せ   03-3437-2217
アジュール竹芝では、いろいろなスタイルの婚礼をお手伝いいたします。組合員のためのウェディ

ングプラン、少人数のファミリーウェディング、レストランウェディングなどもあります。電話によ
る婚礼の相談も行っていますので、お気軽にお問合せください。

第7章 保養・宿泊施設

6 予約受付開始時期 利用日の属する月の 1 年前の 1 日（一部除外日があります）

7 客室の確保 1 か月前まで客室総数の 30％確保

8 宿泊に伴う駐車場料金
無料（上記 2・4 の割引適用を除く）
＊ 1 室当たり 24 時間券 1 枚サービス

9 その他 各種企画プラン※2・※4

※１　優遇措置の２、４、５の割引を重複して受けることはできません。
※２　 期間割引、企画プランについては、直接施設にお問合せいただくか、ホテルアジュール竹芝ホームページ 

（http://www.hotel-azur.com/kyosai/）をご覧ください。
※３　準組合員への優遇措置は、５「組合員又は準組合員同伴の宿泊料金」のみです。
※４　各種企画プランで宿泊された場合は、優遇措置の８「宿泊に伴う駐車場料金」は適用になりません。
※５　優遇措置については、一部除外日があります。直接施設にお問合せください。

利 用 料 金
婚礼料理　  11,000 円～（税込１人当たり）
挙式料　　110,000 円～（税込）

＊  詳細な案内書及び料金表は、アジュール竹芝に用意してあります。電話等で請求してください。

利 用 方 法 等

1　利用希望日の属する月の 1 年前の 1 日から直接施設で予約を受け付けます。
 受付時間 平日 /10：30 ～ 19：00
   ⼟・日・祝日 /10：00 ～ 20：00　電話にて受付

 ＊ 毎週火曜日は定休。なお、婚礼に伴う宿泊の予約も承ります。

2　予約料は 30,000 円です。
3　利用手続
 仮予約をした後、７日以内に予約料を施設に納付してください。
 組合員等の特典を受ける場合は、正式申込時に組合員証又は共済施設利用証等を提示

予 約 の 取 消 利用者が自らの都合により予約を取り消す場合は、申出日に応じて、取消料がかかります。

組 合 員 等 の
特 典

1　組合員、準組合員及び組合員の紹介により挙式を申し込んだ場合
　● 引出物代　10％割引
　● 引菓子代　5％割引
　● 貸衣裳代（列席者を含む。）　30％割引（新郎 ･ 新婦衣裳セットプランを除く。）
　● 記念撮影 DVD 代　20％割引　
　● スタジオ写真用台紙（2 点セット）1 冊を進呈
　● 婚礼列席者が、アジュール竹芝に宿泊する場合の宿泊料は、準組合員料金を適用
　● 駐車場料金　 挙式打合せ者：1 回の打合せにつき 2 時間まで、駐車料金無料券進呈  

挙式当日：両家合わせて 24 時間券８枚まで、駐車料金無料券進呈
2　 組合員の紹介により一般の方が婚礼を申し込んだ場合、挙式後、紹介者である組合員に

アジュール竹芝ご利用券５万円相当を贈呈。
次の場合は、上記１、２の特典を受けられません。
❶　初回来館時に組合員紹介である旨をお申し出いただかなかった場合
❷　 婚礼相談センター・婚礼情報誌・婚礼情報サイト等の婚礼・式場あっせん業者に

紹介を受けた場合
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5 │ 宴会・会議 予約・お問合 せ   03-3437-5566

1　宴会・会議室料金

階 室　名

広　さ
利用可能人員 宴会利用料金 会議室利用料金

宴会場 会議室 組合員・準組合員 組合員・準組合員

㎡ 種別 立食 着席
スクール
形 式

シアター
形 式

２時間 １時間

12
階

白 鳳 144 中 90 80 90  162  

無料

27,500 円

隅 田 川 31 和 16 

武 蔵 野 49 和 28 

13
階

飛鳥の間 287 大 250 150 198  384  

無料

55,000 円

飛鳥（東） 148 90 60 90  132  
27,500 円

飛鳥（西） 125 80 60 72  132  

14
階

天平の間 287 大 250 150 198  384  

無料

55,000 円

天平（東） 148 90 60 90  132  
27,500 円

天平（西） 125 80 60 72  132  

15
階

桜 1 36 小 25 20 24  36  

無料 6,500 円桜 2 36 小 25 20 24  36  

桜 3 36 小 25 20 24  36  

16
階

橘 36 小 25 20 24  36  

無料
6,500 円

藤 36 小 25 20 24  36  

曙 167 中 90 80 120  196  27,500 円

憩 51 小 35 30 36  60  無料 10,000 円

（注）　１　利用希望日の属する月の１年前の１日午前 10 時から直接施設で予約を受け付けます。
　　　２　利用料金には、サービス料（10％）と消費税（10％）が含まれています。
　　　３　会議室は２時間から承ります。（２時間以降は 1 時間毎の料金）
　　　４　 婚礼繁忙期の⼟日・祝日については一部予約できない日がございます。詳細は直接施設にお問合せください。
　　　５　 宴会利用料金につきましては、季節ごとの企画商品であるパーティープランご利用時に限らせていただきます。

2　組合員の駐車場利用の特典
会議で、会議資料の搬出入、講師・来賓の送迎等に駐車場を利用する場合、４時間分を無料としま

す。ホテルのスタッフに直接申し込んでください。
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6 │ レストラン・ラウンジ

レストラン ＊  詳細についてはホテルアジュール竹芝ホームページをご覧ください。

組合員・準組合員の割引（組合員証などをご提示ください。）

＊ 組合員は大浴場料金を無料とします。レストランのスタッフにお申し出ください。

＊  駐車場は 5,000 円以上のご利用で 1 時間無料となります。ただし、心身に障害をお持ちの方は無料
となります。

ラ ウ ン ジ

＊ ラストオーダーは、16：30 です。

店 名 階 営 業 時 間

オーシャンビューレストラン
「Bright　Coast」

21
ランチ
ディナー

休業中

鉄板焼　「天燈　RanTan」 21 ディナー 17:00 ～ 22:00　※毎週月・火定休

おまかせ会席
「漣　～さざなみ～」

3
朝食
ランチ
ディナー

 7:00 ～ 10:00
11:00 ～ 14:00　※平日のみ
事前予約のみ

食 事 料 金 20％割引

飲 物 料 金 20％割引

テーブルチャージ 無料

店 名 階 営 業 時 間

カフェ アジュール 4 11:00 ～ 17:00

7 │ 大浴場

（　18 階 ）
準 天 然 光
明 石 温 泉 

（ 人 工 ）
天 空 の 湯

利用料金（サービス料（10％）・消費税込） 営業時間 15：00 ～ 23：00【最終受付 22：30】

（注）大人は 12 歳以上、こどもは 6 歳～ 11 歳まで。6 歳未満は幼児で無料。

区 分 組 合 員 準 組 合 員 一般利用者

ホテル宿泊者
レストラン利用者

大　人 無料 550 円 900 円

こども 無料 350 円 550 円

ホテル利用者
（上記以外の宴会・婚礼の利用者等）

大　人 550 円 550 円 900 円

こども 350 円 350 円 550 円

上記以外
大　人 550 円 1,050 円 1,700 円

こども 350 円 550 円 900 円
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組合員の皆さまに利用していただくため、夏季及び冬季（年末年始）期間、⺠間の宿泊施設を借り
上げ、それぞれ「夏の保健（借上）施設」、「冬の保健（借上）施設」として開設しています。

申込方法や施設名等、詳しくはホームページ等でお知らせします。

◆ 実施予定日と施設概要

施設
区分

夏 季 保 健 施 設 冬季保健施設

開 設 期 間
7 月 21 日～ 8 月 31 日

（延長期間：7 月 1 日～ 7 月 20 日　9 月 1 日～ 9 月 30 日）
開設期間は施設によって異なります。

12 月 28 日～
1 月 3 日

施 設 案 内
の 提 供 等

都共済のホームページで、施設案内及び空室情報等の提供をしています。
https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/prv/

お知らせの案内 5 月中旬 10 月中旬

利 用 対 象 者

❶　組合員※１及び被扶養者
❷　組合員の被扶養者となっていない配偶者及び三親等内の親族
❸　組合員の配偶者の三親等内の親族で被扶養者の要件に該当しない者
❹　組合員とパートナーシップ関係にある相手方※２及びその三親等内の親族
❺　障害を有する組合員の介助者（一人）

※１　 退職派遣されている組合員 ( 派遣事業適用職員）及び東京都職員共済組合員カードをお持
ちの組合員（後期高齢者医療制度が適用される方）を含みます。  

（派遣事業適用職員とは：（一財）東京都人材支援事業団が「派遣事業適用職員に対する福
利厚生事業に関する協定」を締結している営利法人に「公益的法人等への一般職の地方公
務員の派遣等に関する法律」に基づき、退職派遣されている職員のことです。）

※２　 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成三十年東
京都条例第九十三号）第七条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ
宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する
制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある方で組合員と同居し生計を同一とし
ている方。

● 注意事項 ●

○ 組合員以外の未成年者のみ、及び上記❷～❺の方のみでの利用はできません。
○ 公立学校共済組合員など上記❶～❺のいずれにも該当しない方は対象外です。

申 込 方 法
所属を通じて、別途お知らせします。また、都共済ホームページ（https://www.kyosai.
metro.tokyo.jp/prv/) でもお知らせします。

利 用 日 数 3 泊 4 日まで 2 泊 3 日まで

＊ 開設期間は令和４年度の実施期間です。当該年度の開設期間は都共済ホームページでご確認ください。

厚生課
保健施設担当

担当
部署 03-5320-7388（内線57-351～2) S9000065＠section.metro.tokyo.jp

夏・冬の保健施設（借上施設）
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厚生課
保健施設担当

担当
部署 03-5320-7388（内線57-351～2) S9000065＠section.metro.tokyo.jp

リフレッシュ宿泊施設（借上施設）

リフレッシュ宿泊施設（借上施設）概要
都共済の借上施設には、「夏季及び冬季」のほかに、年間を通じて利用できる「週末施設」と「春

季及び秋季」のリフレッシュ宿泊施設があります。人気のある良質な宿を厳選しています。心身のリ
フレッシュにご活用ください。

開 設 日

週末施設　 夏・冬季施設の開設期間を除いた、金曜日、⼟曜日、月曜日が祝日となる週の日
曜日、及び指定日

春季施設　４月下旬から 5 月上旬までのゴールデンウイーク
秋季施設　10 月上旬から 11 月下旬までの紅葉シーズン

＊  施設により、開設日が異なります。開設日は都共済ホームページ（https://www.kyosai.metro.
tokyo.jp/prv/）掲載の「リフレッシュ宿泊施設　開設日カレンダー」をご覧ください。

借 上 施 設 等
借上施設・利用料金等については、都共済ホームページ（https://www.kyosai.metro.
tokyo.jp/prv/）掲載の 「リフレッシュ宿泊施設施設案内（利用料金等）」をご覧ください。

利 用 日 数
1 回の利用は連泊 2 泊まで

＊ 年間の利用回数及び利用泊数の制限はありません。

◆ 利用対象者等

利 用 対 象 者

❶　組合員※１及び被扶養者
❷　組合員の被扶養者となっていない配偶者及び三親等内の親族
❸　組合員の配偶者の三親等内の親族で被扶養者の要件に該当しない者
❹　組合員とパートナーシップ関係にある相手方※２及びその三親等内の親族
❺　障害を有する組合員の介助者（一人）

※１　 退職派遣されている組合員 ( 派遣事業適用職員）及び東京都職員共済組合員カードをお持ち
の組合員（後期高齢者医療制度が適用される方）を含みます。  

（派遣事業適用職員とは：（一財）東京都人材支援事業団が「派遣事業適用職員に対する福利
厚生事業に関する協定」を締結している営利法人に「公益的法人等への一般職の地方公務員
の派遣等に関する法律」に基づき、退職派遣されている職員のことです。）

※２　 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成三十年東京
都条例第九十三号）第七条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓
制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度に
よる証明を受けたパートナーシップ関係にある方で組合員と同居し生計を同一としている方。

● 注意事項 ●

○ 組合員以外の未成年者のみ、及び上記❷～❺の方のみでの利用はできません。
○ 公立学校共済組合員など上記❶～❺のいずれにも該当しない方は対象外です。

利 用 者 人 数 ２人以上、部屋の定員まで

申 込 手 続
所属を通じて、別途お知らせいたします。また、都共済ホームページ（https://www.
kyosai.metro.tokyo.jp/prv/）でもお知らせいたします。
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留 意 事 項

１　 予約の取消日により取消料 ( キャンセル料）がかかる場合があります（取消料は宿泊施
設により異なります）。空室が出るのを待っている組合員がいらしゃいますので、キャン
セルの際はできる限り早めにご連絡ください。

２　 特定日（⼟曜・金（祝日）・日（祝日前）・ＧＷ期間等※）に１室を２名で利用する場合は、
利用者負担額に 1,100 円を加算した額となります（大人のみ加算）（一部施設を除く）。

※  特定日は都共済ホームページ掲載の「リフレッシュ宿泊施設　開設日カレンダー」をご覧ください。

３　 「共済借上額の消費税（1 室当たり）」は、当組合が施設を借り上げる負担金にかかる消
費税で、利用者の負担となりますので、現地の旅館・ホテルでお支払いいただきます。

４　 「こども」の料金区分は、利用日現在、次の年齢に該当する場合です。
こども A： 6 歳以上 11 歳以下（寝具付、食事はほぼ大人並みで、こどもの好むメニュー

にアレンジ）
こども B： 3 歳以上 5 歳以下（寝具付、食事はお子さまメニュー）

５　 「入湯税」は、原則、各旅行社の営業所窓口払いとなります（入湯税のかからない施設も
あります。）。

６　 アルコール類の持込みは、別途料金がかかります。持込む際には、事前に施設までお問
い合せください。

第7章 保養・宿泊施設

厚生課
保健施設担当

担当
部署 03-5320-7388（内線57-351～2) S9000065＠section.metro.tokyo.jp

都内宿泊施設

島しょの支庁等や伊豆・房総・被災地など都外にある事業所に勤務する組合員等が都内に宿泊す
るために、２か所の「都内宿泊施設」を開設しています。

◆ 遠隔地（島しょ及び伊豆・房総等）勤務者用

施設
区分

アジュール竹芝 銀座キャピタルホテル茜

所 在 地 〒 105-0022　港区海岸 1-11-2 〒 105-0045　中央区築地 2-1-4

電 話 03-3437-2011 03-3543-7888

交 通
JR 浜松町北口から徒歩 7 分

都営浅草線・大江戸線大門駅から徒歩 8 分
臨海新交通（ゆりかもめ）竹芝駅から徒歩 1 分

地下鉄日比谷線築地駅から徒歩 1 分
地下鉄有楽町線新富町駅からすぐ

JR 有楽町駅から徒歩 15 分

略 図

ホテル
アジュール竹芝

竹芝桟橋

至 新橋

四季劇場
都営
大江
戸線

都営
浅草
線

JR
 山
手線

京浜
東北
線 芝

商業高校

大門駅

ゆりかもめ
東京モノレール
羽田線

国
道
15
号
線

（
第
一
京
浜
）

浜松
町駅

竹芝
駅

竹
芝
通
り

銀座キャピタルホテル茜

地下鉄日比谷線

地下鉄有楽町駅
地
下
鉄
有
楽
町
線

地下鉄新富町駅
4番出囗

有楽町駅

築地駅

新
富
町
駅
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その他の事項

公務員共済組合相互利用宿泊施設について
公務員共済組合等では、「公務員共済組合等相互利用宿泊施設」として組合員等が相互に利用でき

るようにしています。
相互利用できる他の公務員共済組合等の宿泊施設はこちらをご覧ください。
 https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/prv/health-resort/tihoukoumuin/sougoshisetu.html

第7章 保養・宿泊施設

利 用 対 象 者

島しょ地区及び都外（伊豆、房総、被災地等）に所在する事業所に勤務している組合員（公
務外で宿泊する場合に限ります。）及び被扶養者（被扶養者となっていない方のうち、配偶者、
パートナーシップ関係の相手方※及び同居している１親等の親族、祖父母及び孫を含みます。）
ただし、被扶養者となっていない方のみでの利用はできません。

＊ 島しょ地区については、別居であっても同一島内に居住する場合は同居とみなします。

申
込
手
続
等

申込受付
利用日の前々月の１日から、直接、施設へ電話等で申し込んでください。
  （その際、「都内宿泊施設として利用」と告げてください。）
なお、アジュール竹芝の申込みは利用日の３日前までにお願いします。

宿泊受付

組合員証（保険証）及び委託保健施設使用申込書を提示してください。
委託保健施設使用申込書は都共済ホームページに掲載しています。

＊  宿泊受付時に組合員証（保険証）を提示できない場合は、都内宿泊施設として宿泊できません。

料金支払 直接、施設に支払う。

利用日数 連続３泊以内

留 意 点 公務での利用はできません。

１人当たりの
利 用 料

（ 税・ サ 込 ）

デラックスシングル（陸側）3,560 円
フレキシブルツイン（陸側）1,440 円

シングルルーム　3,560 円
ツインルーム　　1,440 円

注 1　ツインルームの１人利用は、できません。
注 2　 ３歳以上は、大人もこどもも同一料金です。なお、３歳未満は無料です（添寝となり

ます。）。
注３　利用料は改定になる場合があります。

取 消 料
利用日の 3 日前から前日まで 宿泊料金の  20％
利用日当日（14:00 まで） 宿泊料金の  80％
利用日当日（14:00 以降） 宿泊料金の 100％

利用日の前日まで 宿泊料金の  20％
利用日当日（15:00 まで） 宿泊料金の  80％
利用日当日（15:00 以降） 宿泊料金の 100％

※  東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成三十年東京都条例第九十三号）第七
条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公
共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある方で組合員と同居し生計を
同一としている方。
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https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/prv/health-resort/tihoukoumuin/sougoshisetu.html
https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/prv/paper-style/p/post-64.html

